
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続
制
度

区
域
区
分
　
見
直
し
基
準
（
案
）
に
13
件

　

次
世
代
が
心
豊
か
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ

く
り
の
実
現
と
舞
鶴
版
コ
ン
パ
ク
ト
シ

テ
ィ
を
進
め
る
「
舞
鶴
市
都
市
計
画
制
度

区
域
区
分
の
見
直
し
基
準
（
案
）」
の
策
定

に
当
た
り
、
市
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト

手
続
制
度
（
市
民
意
見
提
出
制
度
）
に
基

づ
き
、
市
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
意
見
を
募

集
し
た
結
果
、
８
人
か
ら
13
件
の
意
見
の

提
出
が
あ
り
ま
し
た
（
募
集
期
間
：
平
成

28
年
11
月
25
日
〜
12
月
25
日
）。

　

寄
せ
ら
れ
た
意
見
は
、
そ
の
趣
旨
を
施

策
展
開
に
反
映
さ
せ
て
い
く
も
の
が
10
件
、

意
見
の
趣
旨
が
既
に
基
準
（
案
）
に
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
も
の
が
１
件
、
市
の
考
え

方
を
説
明
し
、
ご
理
解
い
た
だ
く
も
の
が

２
件
で
し
た
。

□
閲
覧
で
き
ま
す

　

区
域
区
分
の
見
直
し
基
準
（
案
）
や
市

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続
制
度
の
結

果
は
、
都
市
計
画
課
、
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

で
閲
覧
で
き
ま
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

も
掲
載
。

▼
詳
し
く
は
、
都
市
計
画
課
（
☎
66
・
１

０
４
８
）
へ
。

◆舞鶴市では、戸籍謄本などの不正取得による
個人の権利の不当な侵害を防止する効果をさ
らに高めるため、これまで通知の対象外とし
ていた弁護士などによる訴訟手続きのための
請求もすべて通知対象としています。

本人通知制度登録者
（利用希望者のみ）
舞鶴市に戸籍または住民票があり、登録をした人

戸籍謄本などの請求者
代理人・第三者など

①事前登録の申し出
④交付した事実を通知
※交付請求者の氏名・　
住所の通知は不可

②戸籍謄本などの請求
③戸籍謄本などの交付

舞鶴市役所

個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
な
ど
の
権
利
侵
害
を
防
ぐ
た
め
に

ご
存
知
で
す
か
？
　
登
録
型
本
人
通
知
制
度

　

登
録
型
本
人
通
知
制
度
と
は
、
戸
籍
謄

本
や
住
民
票
の
写
し
な
ど
を
第
三
者
や
本

人
の
代
理
人
な
ど
に
交
付
し
た
と
き
に
、

交
付
し
た
事
実
を
登
録
者
本
人
に
お
知
ら

せ
す
る
制
度
で
す
。
本
市
に
本
籍
や
住
民

登
録
の
あ
る
人
（
過
去
に
あ
っ
た
人
）
は
、

事
前
に
登
録
す
る
こ
と
で
、
本
制
度
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
戸
籍
謄
本
な
ど
の
不
正

取
得
の
早
期
発
見
や
委
任
状
の
偽
造
な
ど

に
よ
る
不
正
請
求
の
抑
止
が
期
待
さ
れ
ま

す
。

　

登
録
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
運
転
免
許

証
や
健
康
保
険
証
な
ど
の
本
人
確
認
が
で

き
る
書
類
を
持
っ
て
、
次
の
受
け
付
け
窓

口
へ
。

【
受
け
付
け
窓
口
】

　

◇
市
民
課　
　

◇
西
支
所
市
民
・
年
金
係

　

◇
加
佐
分
室　

◇
各
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

▼
詳
し
く
は
、市
民
課
（
☎
66
・
１
０
０
２
）

か
西
支
所
市
民
・
年
金
係
（
☎
77
・
２
２

５
２
）
へ
。

電
子
申
告
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

　
「e イ

ー
タ
ッ
ク
ス

-Tax

」
で
電
子
申
告
を
行
う
場
合
は
、

電
子
証
明
書
が
必
要
で
す
。

　

電
子
証
明
書
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
に
標
準
搭
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
記
録

さ
れ
て
い
た
電
子
証
明
書
が
失
効
し
て
い

る
場
合
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
へ
の

切
り
替
え
が
必
要
で
す
。

　

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
は
申

　
　

請
か
ら
約
１
か
月
か
か
り
ま
す
。

□
発
行
窓
口

　

◇
市
民
課

　

◇
西
支
所
市
民
・
年
金
係

▼
詳
し
く
は
、市
民
課
（
☎
66
・
１
０
０
１
）

か
西
支
所
市
民
・
年
金
係
（
☎
77
・
２
２

５
２
）
へ
。

一般会計補正予算の主な内容

事業名 補正額

避難施設環境整備事業費 800万円

北近畿タンゴ鉄道支援
事業費補助金 1,733万円

臨時福祉給付金給付
事業費 2億9,750万円

京都舞鶴港クルーズ推進
事業費 550万円

企業誘致実現
プロジェクト事業費 5,510万円

幹線道路整備事業費 4,500万円

校舎等改修事業費
[中学校費] 2億9,459万円

林業施設災害復旧事業費 1,700万円

市 議 会
　

市
議
会
12
月
定
例
会
が
11
月
29
日
に
開
会
。
上
野
修
身
氏
（
65
歳
、
多
門
院
＝
新
政

ク
ラ
ブ
議
員
団
）
を
議
長
に
、
山
本
治
兵
衛
氏
（
42
歳
、
引
土
＝
創
政
ク
ラ
ブ
議
員
団
）

を
副
議
長
に
選
出
。
28
年
度
の
一
般
・
特
別
会
計
補
正
予
算
や
条
例
改
正
な
ど
、
市
長

提
案
の
27
議
案
を
審
議
。
原
案
ど
お
り
可
決
・
同
意
し
、
12
月
26
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。

12
月
定
例
会　

27
議
案
を
提
案

28
年
度
補
正
予
算
な
ど

　

補
正
予
算

□
一
般
会
計（
第
４
号
）

　

国
か
ら
の
交
付
金
を
活
用
し
、老
朽
化

し
た
城
南
中
学
校
の
校
舎
等
改
修
事
業

費
や
地
域
経
済
の
活
性
化
と
雇
用
拡
大

を
目
指
す
企
業
誘
致
実
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

事
業
費
、原
子
力
災
害
時
に
市
民
の
安
心

安
全
を
確
保
す
る
避
難
施
設
環
境
整
備

事
業
費
な
ど
を
追
加
す
る
他
、人
事
異
動

に
伴
う
人
件
費
等
を
補
正
す
る
も
の
で
７

億
９
，８
４
７
万
円
の
増
額
。

□
一
般
会
計（
第
５
号
）

　

国
家
公
務
員
の
給
与
改
定
の
取
り

扱
い
に
準
じ
、市
職
員
な
ど
の
人
件
費

を
補
正
す
る
も
の
で
３
，３
４
０
万
円
の

増
額
。

こ
の
結
果
、予
算
総
額
は
３
６
３
億

８
，２
７
４
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

□
特
別
会
計　

◇
国
民
健
康
保
険
事
業
会
計（
第
２
号
）

　

81
万
円
減
額
の
1
0
4
億
５
，６
６

３
万
円

◇
簡
易
水
道
事
業
会
計（
第
２
号
）

　

６
，８
３
０
万
円
増
額
の
７
億
５
，８

９
６
万
円

◇
下
水
道
事
業
会
計（
第
１
号
）

　

１
，９
３
０
万
円
減
額
の
44
億
７
，９

４
８
万
円

◇
介
護
保
険
事
業
会
計（
第
２
号
）

　

３
４
２
万
円
増
額
の
82
億
３
，１
４
５

万
円

◇
介
護
保
険
事
業
会
計（
第
３
号
）

75
万
円
増
額
の
82
億
３
，２
２
０
万
円

◇
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
会
計（
第
１
号
）

　

１
８
６
万
円
増
額
の
11
億
６
，０
６
６

万
円

　

条
例

□
舞
鶴
市
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

　

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
改
正

に
伴
い
、失
業
者
の
退
職
手
当
制
度
に

係
る
規
定
を
改
正

□
舞
鶴
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正

　

市
民
税
の
所
得
割
の
特
例
措
置
を

受
け
る
場
合
の
規
定
を
追
加

□
舞
鶴
市
農
業
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
の
改

正
に
伴
い
、農
業
委
員
の
選
挙
に
関
す
る

規
定
を
削
除
し
、農
地
利
用
最
適
化
推

進
委
員
の
定
数
を
規
定
等

□
舞
鶴
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

及
び
舞
鶴
市
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の

採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

国
家
公
務
員
の
取
り
扱
い
に
準
じ
、

一
般
職
給
料
表
や
勤
勉
手
当
の
支
給

割
合
、扶
養
手
当
の
額
を
改
定

□
舞
鶴
市
の
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の

の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
舞
鶴
市
教
育
長

の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

国
家
公
務
員
の
取
り
扱
い
に
準
じ
、

特
別
職
の
常
勤
職
員
の
期
末
手
当
の

支
給
割
合
を
改
定

□
舞
鶴
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法

律
の
改
正
に
伴
い
、
育
児
休
業
等
の
対
象

範
囲
を
拡
大
し
、
取
得
要
件
を
緩
和

□
職
員
の
勤
務
時
間
、休
暇
等
に
関
す

る
条
例
等
の
一
部
改
正

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族

介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法

律
の
改
正
に
伴
い
、
介
護
休
業
の
分
割
取

得
を
可
能
と
す
る
よ
う
改
正

　

人
事

□
監
査
委
員
の
選
任

谷
川
眞
司
氏（
70
歳
、浜
＝
創
政
ク
ラ

ブ
議
員
団
）

□
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の

選
任

福
本
清
氏（
70
歳
、余
部
上
）

山
田
至
子
氏（
72
歳
、河
辺
中
）

□
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦

川
尻
治
彦
氏（
56
歳
、浜
）

　

そ
の
他

□
指
定
管
理
者
の
指
定
期
間
の
変
更

赤
れ
ん
が
パ
ー
ク
の
指
定
管
理
者

（
一
社
）
舞
鶴
観
光
協
会
の
解
散
に

伴
う
指
定
期
間
の
変
更

□
指
定
管
理
者
の
指
定

舞
鶴
市
東
地
区
中
心
市
街
地
複
合

施
設
他
４
施
設
の
指
定
管
理
者
を

指
定

□
市
道
路
線
の
認
定
・
変
更
・
廃
止

◇
倉
谷
地
区
の
１
路
線
を
認
定

◇
七
日
市
・
北
吸
地
区
の
各
１
路
線
を

変
更

◇
北
吸
地
区
他
１
地
区
の
７
路
線
を

廃
止

□
京
都
地
方
税
機
構
規
約
の
一
部
変
更

　

同
機
構
が
処
理
す
る
事
務
の
追
加

□
工
事
請
負
契
約
の
変
更

旧
市
立
舞
鶴
市
民
病
院
（
本
館
棟
他
）

除
却
工
事
の
契
約
金
額
の
変
更
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